
令和 3 年 5 月 6 日 
 

吸収分割に係る事前開示書面 
（会社法第 782 条第 1 項及び会社法施行規則第 183 条に定める書面） 

 
東京都港区虎ノ門四丁目 1 番 28 号 
株式会社シグマクシス 
代表取締役 富村 隆一 

 
当社は、令和 3 年 4 月 22 日付けで、株式会社シグマクシス・インベストメント（以下「承継

会社」といいます。）との間で、当社を吸収分割会社、承継会社を吸収分割承継会社とする吸

収分割（以下「本吸収分割」といいます。）に係る吸収分割契約を締結いたしました。よっ

て、以下のとおり、本吸収分割に係る事前開示をいたします。 

 
1. 吸収分割契約の内容（会社法第 782 条第 1 項第 2 号） 

本吸収分割に係る吸収分割契約の内容は別紙 1 のとおりです。 

 
2. 会社法第 758 条第 4 号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項（会社法施行

規則第 183 条第 1 号イ） 

（1）交付する株式数に関する事項 

本吸収分割に際して、承継会社は新たに 8,500 株を発行し、その全てを吸収分割会社であ

る当社に割当交付いたします。当社は承継会社の発行済株式の全てを所有していること

から、交付株式数は、任意に定めることができると考えられるところ、承継会社の効率

的な管理等を考慮し、この株式数が相当であると判断しております。 

 

（2）資本金及び準備金の額に関する事項 

本吸収分割により増加する承継会社の資本金及び準備金の額は、次のとおりであり、本

吸収分割後における承継会社の事業内容及び当社から承継する資産及び負債に照らして

相当な額であると判断いたしました。 

① 資本金 425,426,640 円 

② 資本準備金 425,426,639 円 

 

3. 吸収分割承継会社の成立の日における貸借対照表の内容（会社法施行規則第 183 条第 4
号イ） 

別紙 2 のとおりです。 



 
4. 吸収分割承継会社の最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負

担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容（会社法施行規則第 183 条

第 4 号ハ） 

該当事項はありません。 
 

5. 当社において最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その

他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容（会社法施行規則第 183 条第 5 号

イ） 

（1）持株会社制への移行及びグループ内組織再編、並びに資本業務提携を伴う第三者割

当増資について 

当社は、令和 3 年 4 月 22 日付で公表しました「会社分割（簡易吸収分割及び簡易新設分

割）による持株会社体制への移行、第三者割当による新株式の発行並びに資本・業務提

携に関するお知らせ」に記載のとおり、令和 3 年 4 月 22 日開催の取締役会において、

2021 年 10 月（予定）に持株会社制へ移行することを決定いたしました。また、移行及び

グループ再編にともない、成長戦略の加速に向けて第三者割当増資を行うことをあわせ

て決定いたしました。 

第三者割当増資の割当予定先は伊藤忠商事株式会社（以下、「伊藤忠商事」）であり、事

業の強化・拡大、新規事業の創出に向けた資本・業務提携契約を締結いたしました。 

伊藤忠商事を割当先とする第三者割当増資の概要は以下のとおりです。 

 

① 発行株式数 2,050,000 株（シグマクシスの発行済株式数の 8.85％） 

② 発行価格 １株につき 1,735 円 

③ 払込金額の総額 3,556,750,000 円 

④ 増加する資本金 1,778,375,000 円 

⑤ 増加する資本準備金 1,778,375,000 円 

⑥ 払込期日 2021 年 5 月 10 日 

 
6. 吸収分割が効力を生ずる日以後における当社の債務及び吸収分割承継会社の債務（吸収

分割会社が吸収分割により吸収分割承継会社に承継させるものに限る。）の履行の見込み

に関する事項（会社法施行規則第 183 条第 6 号） 

（1）当社の債務の履行の見込みについて 

本吸収分割の効力発生日後の当社の資産の額につきましては、負債の額を十分に上

回ることが見込まれます。また、本吸収分割後の当社の収益状況及びキャッシュ・

フローの状況について、当社の債務の履行に支障を及ぼすような事態は、現在のと



ころ予測されておりません。従いまして、本吸収分割後における当社の債務につい

て履行の見込みがあると判断いたします。 
 

（2）承継会社における分割会社から承継される債務の履行の見込みについて 
本吸収分割の効力発生日後の承継会社の資産の額につきましても、負債の額を十分

に上回ることが見込まれます。また、本吸収分割後の承継会社の収益状況及びキャ

ッシュ・フローの状況について、承継会社の債務の履行に支障を及ぼすような事態

は、現在のところ予測されておりません。従いまして、本吸収分割後における承継

会社の債務について履行の見込みがあると判断いたします。 



別紙１ 吸収分割契約書











別紙 2 吸収分割承継会社の成立日に係る貸借対照表の内容 
 
 承継会社については最終事業年度がありません。会社の成立の日における貸借対照表の内容

については、以下のとおりです。 
 

成立時貸借対照表 
（2021 年 4 月 1 日現在） 

（単位：円）  

資産の部 負債の部 

科  目 金  額 科  目 金  額 

流動資産 
 現金及び預金 
 

1,000,000  
1,000,000  

 

   
  
 

負債合計 0  

純資産の部 

株主資本 
 資本金 
 資本準備金 

1,000,000  
500,000  
500,000  

  

純資産合計 1,000,000 

資 産 合 計 1,000,000  負債・純資産の合計 1,000,000  
 

以上 
 

 

 


